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様式Ａ－２ 

不利益処分一覧表 

（令和 6年（2024 年）1月 31 日作成） 

［所管： 環境部 公園みどり推進課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 

1 豊中市都市公園条例 11、12 
許可の取り消し、変更、原状回

復又は退去命令 
Ｂ 

2 豊中市都市公園条例 28-1 
土地又は公園施設の使用方法等

の改良その他の措置命令 
Ｂ 

3 豊中市都市公園条例 29 過料 Ｂ 

4 都市緑地法 14－1・2 
特別緑地保全地区における制限

行為の不許可 
Ｂ 

5 都市緑地法 15 原状回復又は代替措置命令 Ｂ 

6 都市緑地法 72 
緑地保全・緑化推進法人の業務改

善命令 
Ｂ 

7 都市緑地法 73－1 
緑地保全・緑化推進法人の指定の

取消し 
Ｂ 

8 都市緑地法 64 市民緑地設置管理の改善命令 Ｂ 

9 都市緑地法 65－1 
市民緑地設置管理計画書の認定

の取消し 
Ｂ 
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様式 B－２ 
 

不 利 益 処 分 の 処 分 基 準 
 

処  分  名 
許可の取消し、変更、原状回復、又は退去

命令 
根拠法令及び条

項 
豊中市都市公園条例第 11 条、第 12 条 

所管部局課室係

名 
環境部公園みどり推進課維持管理・整備改良係 

 
 

処 
 
 
 
 
 
 

分 
 
 
 
 
 
 

基 
 
 
 
 
 
 

準 
 
 

関 係 条 
項 

 

基    

準 

設定の必要なし。 
（条例の規定で充分である） 

参 考 事 
項 

 

設定等年月

日 
平成  年(    年)  月 日設定 (平成 年 月 日

最終変更) 
備   考  
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様式 B－２ 
 

不 利 益 処 分 の 処 分 基 準 
 

処  分  名 
土地又は公園施設の使用方法等の改良そ

の他の措置命令 
根拠法令及び条

項 
豊中市都市公園条例第 28 条第 1 項 

所管部局課室係

名 
環境部公園みどり推進課維持管理・整備改良係 

 
 

処 
 
 
 
 
 
 

分 
 
 
 
 
 
 

基 
 
 
 
 
 
 

準 
 
 

関 係 条 
項 

 

基    

準 

設定の必要なし。 
（条例の規定で充分である） 

参 考 事 
項 

 

設定等年月

日 
平成  年(   年)  月  日設定 (平成 年 月 日

最終変更) 
備   考  
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様式 B－２ 
 

不 利 益 処 分 の 処 分 基 準 
 

処  分  名 過料 
根拠法令及び条

項 
豊中市都市公園条例第 29 条 

所管部局課室係

名 
環境部公園みどり推進課維持管理・整備改良係 

 
 

処 
 
 
 
 
 
 

分 
 
 
 
 
 
 

基 
 
 
 
 
 
 

準 
 
 

関 係 条 
項 

 

基    

準 

設定の必要なし。 
（条例の規定で充分である） 

参 考 事 
項 

 

設定等年月

日 
平成 年(    年)  月  日設定 (平成 年 月 日

最終変更) 
備   考  
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様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 特別緑地保全地区における制限行為の不許可 

根拠法令及び条項 都市緑地法第 14 条第 1項及び第 2項 

所管部課（室）係名 環境部公園みどり推進課緑化自然環境係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
都市緑地法施行令第 2条、都市緑地法施行規則第 4 条、豊中市特別緑

地保全地区における制限行為の許可等に関する要綱第2条及び第 6条 

基  準 

都市緑地法第 14 条第 2項 

参考事項 「都市緑地法運用指針」に定める許可基準は別添のとおり。 

備考 
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様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 原状回復又は代替措置命令 

根拠法令及び条項 都市緑地法第 15 条 

所管部課（室）係名 環境部公園みどり推進課緑化自然環境係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
都市緑地法第 9 条、第 14 条第 1 項及び第 3 項、豊中市特別緑地保全

地区における制限行為の許可等に関する要綱第 9条 

基  準 

都市緑地法第 9条第 1項・第 15 条 

参考事項  

備考 
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様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 緑地保全・緑化推進法人の業務改善命令 

根拠法令及び条項 都市緑地法第 72 条 

所管部課（室）係名 環境部公園みどり推進課緑化自然環境係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市緑地保全・緑化推進法人の指定に関する要綱第 7条 

基  準 

都市緑地法第 72 条 

参考事項  

備考 
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様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 緑地保全・緑化推進法人の指定の取消し 

根拠法令及び条項 都市緑地法第 73 条第１項 

所管部課（室）係名 環境部公園みどり推進課緑化自然環境係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市緑地保全・緑化推進法人の指定に関する要綱第 8条 

基  準 

都市緑地法第 73 条第１項 

参考事項  

備考 
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様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 市民緑地設置管理の改善命令 

根拠法令及び条項 都市緑地法第 64 条 

所管部課（室）係名 環境部公園みどり推進課緑化自然環境係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱第 7条 

基  準 

都市緑地法第 64 条 

参考事項  

備考 
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様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 市民緑地設置管理計画書の認定の取消し 

根拠法令及び条項 都市緑地法第 65 条第１項 

所管部課（室）係名 環境部公園みどり推進課緑化自然環境係 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱第 8条 

基  準 

都市緑地法第 65 条第１項 

参考事項  

備考 

 

 

 

 

 


